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（継続）                          【農薬】 
 

リスク評価の結果に基づく施策の実施状況調査シート 
評価品目名 メフェナセット 

評価品目の分類 農薬 

用  途 除草剤 

評価要請機関 厚生労働省 

評価要請日等 平成19年9月25日付け厚生労働省発食安第0925002号 

評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第1号 

評 価 目 的 農薬の食品中の残留基準を設定するに当たっての食品健康影響評価 

評価目的の具体的内容 － 

評価結果の概要 メフェナセットの一日摂取許容量（ＡＤＩ）を0.007㎎/㎏体重/日と設定する。 

（平成20年3月13日府食第281号） 

関係行政機関における施策の実施状況 

施策の検討経過 平成20年4月21日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会において審議 

平成21年3月18日 薬事・食品衛生審議会から厚生労働大臣に答申 

施策の概要等 平成21年6月4日 食品規格に関する告示を公布 

        公布日より適用。ただし、一部の食品については平成21年12月4日から適用

。 

（施策の概要） 

食品衛生法第11条に基づき、食品、添加物等の規格基準を改正し、別表のとおり残留基準を

設定 

【リスク評価結果との関係】 

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会において、「国民栄養調査

結果に基づき試算される、１日当たり摂取する農薬の量（理論最大１日摂取量（ＴＭＤＩ））

のＡＤＩに対する比は、以下のとおりである。 

 

 ＴＭＤＩ／ADI(%) 

国民平均 22.7 

幼小児（１～６歳） 35.4 

妊婦 21.1 

高齢者（６５歳以上）   22.3 

 

」（報告書抜粋）とされている。 

 

施策の実効性確保措置 平成21年6月4日、告示の改正について、都道府県、保健所設置市、特別区、検疫所、地方厚

生局に対して通知し、周知するとともに監視指導を要請 

その他特記事項  

 

 

 

 

（継続１９下） 
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（継続）                          【農薬】 
 

リスク評価の結果に基づく施策の実施状況調査シート 
評価品目名 ベンゾビシクロン 

評価品目の分類 農薬 

用  途 除草剤 

評価要請機関 厚生労働省 

評価要請日等 平成19年3月5日付け厚生労働省発食安第0305024号 

評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第2項 

評 価 目 的 農薬の食品中の残留基準を設定するに当たっての食品健康影響評価 

評価目的の具体的内容 － 

評価結果の概要 ベンゾビシクロンの一日摂取許容量（ＡＤＩ）を0.034㎎/㎏体重/日と設定する。 

＜評価書「食品健康影響評価」抄＞ 

暴露量については、当評価結果を踏まえて暫定基準値の見直しを行う際に確認することと

する。 

（平成20年3月13日府食第282号） 

関係行政機関における施策の実施状況 

施策の検討経過 平成20年 4月21日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会において審議 

平成20年11月21日 薬事・食品衛生審議会から厚生労働大臣に答申 

施策の概要等 平成21年6月4日 食品規格に関する告示を公布 

        公布日より適用。ただし、一部の食品については平成21年12月4日から適用

。 

（施策の概要） 

食品衛生法第11条に基づき、食品、添加物等の規格基準を改正し、別表のとおり残留基準を

設定 

【リスク評価結果との関係】 

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会において、「国民栄養調査

結果に基づき試算される、１日当たり摂取する農薬の量（理論最大１日摂取量（ＴＭＤＩ））

のＡＤＩに対する比は、以下のとおりである。 

 

 ＴＭＤＩ／ADI(%) 

国民平均 0.5 

幼小児（１～６歳） 0.9 

妊婦 0.4 

高齢者（６５歳以上）   0.5 

 

」（報告書抜粋）とされている。 

 

施策の実効性確保措置 平成21年6月4日、告示の改正について、都道府県、保健所設置市、特別区、検疫所、地方厚

生局に対して通知し、周知するとともに監視指導を要請 

その他特記事項  

 

（継続１９下） 
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（継続）                          【農薬】 
 

リスク評価の結果に基づく施策の実施状況調査シート 
評価品目名 ジメトモルフ 

評価品目の分類 農薬 

用  途 殺菌剤 

評価要請機関 厚生労働省 

評価要請日等 平成19年11月27日付け厚生労働省発食安第1127002号 

評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第1号 

評 価 目 的 農薬の食品中の残留基準を設定するに当たっての食品健康影響評価 

評価目的の具体的内容 － 

評価結果の概要 ジメトモルフの一日摂取許容量（ＡＤＩ）を0.11㎎/㎏体重/日と設定する。 

（平成20年3月13日府食第283号） 

関係行政機関における施策の実施状況 

施策の検討経過 平成20年7月30日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会において審議 

平成21年4月21日 薬事・食品衛生審議会から厚生労働大臣に答申 

施策の概要等 平成21年6月4日 食品規格に関する告示を公布 

        公布日より適用。ただし、一部の食品については平成21年12月4日から適用

。 

（施策の概要） 

食品衛生法第11条に基づき、食品、添加物等の規格基準を改正し、別表のとおり残留基準を

設定 

【リスク評価結果との関係】 

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会において、「国民栄養調査

結果に基づき試算される、１日当たり摂取する農薬の量（理論最大１日摂取量（ＴＭＤＩ））

のＡＤＩに対する比は、以下のとおりである。 

 

 ＴＭＤＩ／ADI(%) 

国民平均 11.8 

幼小児（１～６歳） 22.9 

妊婦 9.0 

高齢者（６５歳以上）   11.3 

 

」（報告書抜粋）とされている。 

 

施策の実効性確保措置 平成21年6月4日、告示の改正について、都道府県、保健所設置市、特別区、検疫所、地方厚

生局に対して通知し、周知するとともに監視指導を要請 

その他特記事項  

 

 

 

 

（継続１９下） 
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（継続）                          【農薬】 
 

リスク評価の結果に基づく施策の実施状況調査シート 
評価品目名 ベンチアバリカルブイソプロピル 

評価品目の分類 農薬 

用  途 殺菌剤 

評価要請機関 厚生労働省 

評価要請日等 平成19年12月18日付け厚生労働省発食安第1218003号 

評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第1号 

評 価 目 的 農薬の食品中の残留基準を設定するに当たっての食品健康影響評価 

評価目的の具体的内容 － 

評価結果の概要 ベンチアバリカルブイソプロピルの一日摂取許容量（ＡＤＩ）を0.069㎎/㎏体重/日と設定す

る。 

（平成20年3月13日府食第284号） 

関係行政機関における施策の実施状況 

施策の検討経過 平成20年 7月30日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会において審議 

平成20年11月21日 薬事・食品衛生審議会から厚生労働大臣に答申 

施策の概要等 平成21年6月4日 食品規格に関する告示を公布 

        公布日より適用。 

（施策の概要） 

食品衛生法第11条に基づき、食品、添加物等の規格基準を改正し、別表のとおり残留基準を

設定 

【リスク評価結果との関係】 

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会において、「国民栄養調査

結果に基づき試算される、１日当たり摂取する農薬の量（理論最大１日摂取量（ＴＭＤＩ））

のＡＤＩに対する比は、以下のとおりである。 

 

 ＴＭＤＩ／ADI(%) 

国民平均 4.0 

幼小児（１～６歳） 6.9 

妊婦 3.1 

高齢者（６５歳以上）   3.8 

 

」（報告書抜粋）とされている。 

 

施策の実効性確保措置 平成21年6月4日、告示の改正について、都道府県、保健所設置市、特別区、検疫所、地方厚

生局に対して通知し、周知するとともに監視指導を要請 

その他特記事項  

 

 

 

 

（継続１９下） 
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（継続）                          【農薬】 
 

リスク評価の結果に基づく施策の実施状況調査シート 
評価品目名 オリサストロビン 

評価品目の分類 農薬 

用  途 殺菌剤 

評価要請機関 厚生労働省 

評価要請日等 平成20年1月11日付け厚生労働省発食安第0111002号 

評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第1号 

評 価 目 的 農薬の食品中の残留基準を設定するに当たっての食品健康影響評価 

評価目的の具体的内容 － 

評価結果の概要 オリサストロビンの一日摂取許容量（ＡＤＩ）を0.052㎎/㎏体重/日と設定する。 

（平成20年3月27日府食第330号） 

関係行政機関における施策の実施状況 

施策の検討経過 平成20年7月30日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会において審議 

平成21年4月21日 薬事・食品衛生審議会から厚生労働大臣に答申 

施策の概要等 平成21年6月4日 食品規格に関する告示を公布 

        公布日より適用。 

（施策の概要） 

食品衛生法第11条に基づき、食品、添加物等の規格基準を改正し、別表のとおり残留基準を

設定 

【リスク評価結果との関係】 

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会において、「国民栄養調査

結果に基づき試算される、１日当たり摂取する農薬の量（理論最大１日摂取量（ＴＭＤＩ））

のＡＤＩに対する比は、以下のとおりである。 

 

 ＴＭＤＩ／ADI(%) 

国民平均 2.0 

幼小児（１～６歳） 3.4 

妊婦 1.6 

高齢者（６５歳以上）   2.0 

 

」（報告書抜粋）とされている。 

 

施策の実効性確保措置 平成21年6月4日、告示の改正について、都道府県、保健所設置市、特別区、検疫所、地方厚

生局に対して通知し、周知するとともに監視指導を要請 

その他特記事項  

 

 

 

（継続１９下） 
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（継続）                          【農薬】 
 

リスク評価の結果に基づく施策の実施状況調査シート 
評価品目名 ダイムロン（清涼飲料水） 

評価品目の分類 その他 

用  途 － 

評価要請機関 厚生労働省 

評価要請日等 平成15年7月1日付け厚生労働省発食安第0701015号 

評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第1号 

評 価 目 的 清涼飲料水の規格基準を改正するに当たっての食品健康影響評価 

評価目的の具体的内容 － 

評価結果の概要 ダイムロンの一日摂取許容量（ＡＤＩ）を0.3㎎/㎏体重/日と設定する。 

（平成19年11月8日府食第1105号） 

関係行政機関における施策の実施状況 

施策の検討経過 平成21年9月現在、農薬等のポジティブリスト制度との整合を含め、規格基準の設定について

検討中。今後、薬事・食品衛生審議会にて対応方針について審議を行う予定。 

施策の概要等  

 

 

（施策の概要） 

 

 

 

【リスク評価結果との関係】 

 

 

 

施策の実効性確保措置  

 

 

 

その他特記事項  

 

 

 

 

（継続１９下） 
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（継続）                          【農薬】 
 

リスク評価の結果に基づく施策の実施状況調査シート 
評価品目名 カルプロパミド（清涼飲料水） 

評価品目の分類 その他 

用  途 － 

評価要請機関 厚生労働省 

評価要請日等 平成15年7月1日付け厚生労働省発食安第0701015号 

評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第1号 

評 価 目 的 清涼飲料水の規格基準を改正するに当たっての食品健康影響評価 

評価目的の具体的内容 － 

評価結果の概要 カルプロパミドの一日摂取許容量（ＡＤＩ）を0.014㎎/㎏体重/日と設定する。 

＜評価書「食品健康影響評価」抄＞ 

暴露量については、当評価結果を踏まえて暫定基準値の見直しを行う際に確認することと

する。 

（平成19年12月13日府食第1222号） 

関係行政機関における施策の実施状況 

施策の検討経過 平成21年9月現在、農薬等のポジティブリスト制度との整合を含め、規格基準の設定について

検討中。今後、薬事・食品衛生審議会にて対応方針について審議を行う予定。 

施策の概要等  

 

 

（施策の概要） 

 

 

 

【リスク評価結果との関係】 

 

 

 

施策の実効性確保措置  

 

 

 

その他特記事項  

 

 

 

 

（継続１９下） 
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（継続）                          【農薬】 
 

リスク評価の結果に基づく施策の実施状況調査シート 
評価品目名 フルトラニル（清涼飲料水） 

評価品目の分類 その他 

用  途 － 

評価要請機関 厚生労働省 

評価要請日等 平成15年7月1日付け厚生労働省発食安第0701015号 

評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第1号 

評 価 目 的 清涼飲料水の規格基準を改正するに当たっての食品健康影響評価 

評価目的の具体的内容 － 

評価結果の概要 フルトラニルの一日摂取許容量（ＡＤＩ）を0.087㎎/㎏体重/日と設定する。 

＜評価書「食品健康影響評価」抄＞ 

暴露量については、当評価結果を踏まえて暫定基準値の見直しを行う際に確認することと

する。 

（平成19年12月20日府食第1245号） 

関係行政機関における施策の実施状況 

施策の検討経過 平成21年9月現在、農薬等のポジティブリスト制度との整合を含め、規格基準の設定について

検討中。今後、薬事・食品衛生審議会にて対応方針について審議を行う予定。 

 

施策の概要等  

 

 

（施策の概要） 

 

 

 

【リスク評価結果との関係】 

 

 

 

施策の実効性確保措置  

 

 

 

その他特記事項  

 

 

 

 

（継続１９下） 
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（継続）                          【農薬】 
 

リスク評価の結果に基づく施策の実施状況調査シート 
評価品目名 エスプロカルブ（清涼飲料水） 

評価品目の分類 その他 

用  途 － 

評価要請機関 厚生労働省 

評価要請日等 平成15年7月1日付け厚生労働省発食安第0701015号 

評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第1号 

評 価 目 的 清涼飲料水の規格基準を改正するに当たっての食品健康影響評価 

評価目的の具体的内容 － 

評価結果の概要 エスプロカルブの一日摂取許容量（ＡＤＩ）を0.01㎎/㎏体重/日と設定する。 

（平成20年1月17日府食第59号） 

関係行政機関における施策の実施状況 

施策の検討経過 平成21年9月現在、農薬等のポジティブリスト制度との整合を含め、規格基準の設定について

検討中。今後、薬事・食品衛生審議会にて対応方針について審議を行う予定。 

施策の概要等  

 

 

（施策の概要） 

 

 

 

【リスク評価結果との関係】 

 

 

 

施策の実効性確保措置  

 

 

 

その他特記事項  

 

 

 

 

（継続１９下） 
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（継続）                          【農薬】 
 

リスク評価の結果に基づく施策の実施状況調査シート 
評価品目名 カフェンストロール（清涼飲料水） 

評価品目の分類 その他 

用  途 － 

評価要請機関 厚生労働省 

評価要請日等 平成15年7月1日付け厚生労働省発食安第0701015号 

評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第1号 

評 価 目 的 清涼飲料水の規格基準を改正するに当たっての食品健康影響評価 

評価目的の具体的内容 － 

評価結果の概要 カフェンストロールの一日摂取許容量（ＡＤＩ）を0.003㎎/㎏体重/日と設定する。 

（平成20年2月21日府食第189号） 

関係行政機関における施策の実施状況 

施策の検討経過 平成21年9月現在、農薬等のポジティブリスト制度との整合を含め、規格基準の設定について

検討中。今後、薬事・食品衛生審議会にて対応方針について審議を行う予定。 

施策の概要等  

 

 

（施策の概要） 

 

 

 

【リスク評価結果との関係】 

 

 

 

施策の実効性確保措置  

 

 

 

その他特記事項  

 

 

 

 

（継続１９下） 
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（継続）                          【農薬】 
 

リスク評価の結果に基づく施策の実施状況調査シート 
評価品目名 メフェナセット（清涼飲料水） 

評価品目の分類 その他 

用  途 － 

評価要請機関 厚生労働省 

評価要請日等 平成15年7月1日付け厚生労働省発食安第0701015号 

評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第1号 

評 価 目 的 清涼飲料水の規格基準を改正するに当たっての食品健康影響評価 

評価目的の具体的内容 － 

評価結果の概要 メフェナセットの一日摂取許容量（ＡＤＩ）を0.007/㎏体重/日と設定する。 

（平成20年3月13日府食第281号） 

関係行政機関における施策の実施状況 

施策の検討経過 平成21年9月現在、農薬等のポジティブリスト制度との整合を含め、規格基準の設定について

検討中。今後、薬事・食品衛生審議会にて対応方針について審議を行う予定。 

 

施策の概要等  

 

 

（施策の概要） 

 

 

 

【リスク評価結果との関係】 

 

 

 

施策の実効性確保措置  

 

 

 

その他特記事項  

 

 

 

 

（継続１９下） 
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（継続）                          【農薬】 
 

リスク評価の結果に基づく施策の実施状況調査シート 
評価品目名 イミダクロプリド 

評価品目の分類 農薬 

用  途 殺虫剤 

評価要請機関 厚生労働省 

評価要請日等 平成18年9月4日付け厚生労働省発食安第0904005号、平成19年2月23日付け厚生労働省発食安

第0223003号 

評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項及び同条第2項 

評 価 目 的 農薬の食品中の残留基準を設定するに当たっての食品健康影響評価 

評価目的の具体的内容 － 

評価結果の概要 イミダクロプリドの一日摂取許容量（ＡＤＩ）を0.057㎎/㎏体重/日と設定する。 

（平成19年6月14日府食第596号） 

関係行政機関における施策の実施状況 

施策の検討経過 平成21年7月3日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会において審議 

施策の概要等  

 

 

（施策の概要） 

 

 

 

【リスク評価結果との関係】 

 

 

 

施策の実効性確保措置  

 

 

 

その他特記事項  

 

 

 

 

 (継続１９上） 
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（継続）                          【農薬】 
 

リスク評価の結果に基づく施策の実施状況調査シート 
評価品目名 アミトラズ 

評価品目の分類 農薬 

用  途 殺虫剤（殺ダニ剤） 

評価要請機関 厚生労働省 

評価要請日等 平成18年11月6日付け厚生労働省発食安第1106001号 

評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第2項 

評 価 目 的 農薬及び動物用医薬品の食品中の残留基準を設定するに当たっての食品健康影響評価 

評価目的の具体的内容 － 

評価結果の概要 アミトラズの一日摂取許容量（ＡＤＩ）を0.0025㎎/㎏体重/日と設定する。 

（平成19年5月17日府食第482号） 

関係行政機関における施策の実施状況 

施策の検討経過 平成20年 7月30日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会において審議 

平成20年12月24日 薬事・食品衛生審議会から厚生労働大臣に答申 

施策の概要等 平成21年5月8日 食品規格に関する告示を公布 

        公布日より適用。ただし、一部の食品については平成21年11月8日から適用

。 

（施策の概要） 

食品衛生法第11条に基づき、食品、添加物等の規格基準を改正し、別表のとおり残留基準を

設定 

【リスク評価結果との関係】 

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会において、「国民栄養調査

結果に基づき試算される、１日当たり摂取する農薬の量（推定１日摂取量（ＥＤＩ））のＡ

ＤＩに対する比は、以下のとおりである。 

 

 ＥＤＩ／ADI(%) 

国民平均 30.1 

幼小児（１～６歳） 74.9 

妊婦 31.0 

高齢者（６５歳以上）   27.5 

 

」（報告書抜粋）とされている。 

 

施策の実効性確保措置 平成21年5月8日、告示の改正について、都道府県、保健所設置市、特別区、検疫所、地方厚

生局に対して通知し、周知するとともに監視指導を要請 

その他特記事項  

 

 

 

 

 (継続１９上） 
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（継続）                          【農薬】 
 

リスク評価の結果に基づく施策の実施状況調査シート 
評価品目名 フルリドン 

評価品目の分類 農薬 

用  途 除草剤 

評価要請機関 厚生労働省 

評価要請日等 平成18年12月18日付け厚生労働省発食安第1218014号 

評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第2項 

評 価 目 的 農薬の食品中の残留基準を設定するに当たっての食品健康影響評価 

評価目的の具体的内容 － 

評価結果の概要 フルリドンの一日摂取許容量（ＡＤＩ）を0.076㎎/㎏体重/日と設定する。 

（平成19年8月23日府食第801号） 

関係行政機関における施策の実施状況 

施策の検討経過 平成21年9月現在、残留基準設定に必要な資料を収集中。資料入手次第、速やかに薬事・食品

衛生審議会にて残留基準設定に係る審議を行う予定 

施策の概要等  

 

 

（施策の概要） 

 

 

 

【リスク評価結果との関係】 

 

 

 

 

 

 

施策の実効性確保措置  

 

 

 

その他特記事項  

 

 

 

 

 (継続１９上） 
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（継続）                          【農薬】 
 

リスク評価の結果に基づく施策の実施状況調査シート 
評価品目名 アメトリン 

評価品目の分類 農薬 

用  途 除草剤 

評価要請機関 厚生労働省 

評価要請日等 平成19年3月5日付け厚生労働省発食安第0305005号 

評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第2項 

評 価 目 的 農薬の食品中の残留基準を設定するに当たっての食品健康影響評価 

評価目的の具体的内容 － 

評価結果の概要 アメトリンの一日摂取許容量（ＡＤＩ）を0.072㎎/㎏体重/日と設定する。 

（平成19年9月13日府食第871号） 

関係行政機関における施策の実施状況 

施策の検討経過 平成20年4月21日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会において審議 

平成20年11月21日 薬事・食品衛生審議会から厚生労働大臣に答申 

施策の概要等 平成21年6月4日 食品規格に関する告示を公布 

        公布日より適用。ただし、一部の食品については平成21年12月4日から適用

。 

（施策の概要） 

食品衛生法第11条に基づき、食品、添加物等の規格基準を改正し、別表のとおり残留基準を

設定 

【リスク評価結果との関係】 

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会において、「国民栄養調査

結果に基づき試算される、１日当たり摂取する農薬の量（理論最大１日摂取量（ＴＭＤＩ））

のＡＤＩに対する比は、以下のとおりである。 

 

 ＴＭＤＩ／ADI(%) 

国民平均 0.0 

幼小児（１～６歳） 0.1 

妊婦 0.0 

高齢者（６５歳以上）   0.0 

 

」（報告書抜粋）とされている。 

 

施策の実効性確保措置 平成21年6月4日、告示の改正について、都道府県、保健所設置市、特別区、検疫所、地方厚

生局に対して通知し、周知するとともに監視指導を要請 

その他特記事項  

 

 

 

 

 (継続１９上） 
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（継続）                          【農薬】 
 

リスク評価の結果に基づく施策の実施状況調査シート 
評価品目名 ピリプロキシフェン（清涼飲料水） 

評価品目の分類 その他 

用  途 － 

評価要請機関 厚生労働省 

評価要請日等 平成15年7月1日付け厚生労働省発食安第0701015号 

評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第1号 

評 価 目 的 清涼飲料水の規格基準を改正するに当たっての食品健康影響評価 

評価目的の具体的内容 － 

評価結果の概要 ピリプロキシフェンの一日摂取許容量（ＡＤＩ）を0.1㎎/㎏体重/日と設定する。 

（平成19年8月2日府食第749号） 

関係行政機関における施策の実施状況 

施策の検討経過 平成21年9月現在、農薬等のポジティブリスト制度との整合を含め、規格基準の設定について

検討中。今後、薬事・食品衛生審議会にて対応方針について審議を行う予定。 

 

施策の概要等  

 

 

（施策の概要） 

 

 

 

【リスク評価結果との関係】 

 

 

 

施策の実効性確保措置  

 

 

 

その他特記事項  

 

 

 

 

 (継続１９上） 
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（継続）                          【農薬】 
 

リスク評価の結果に基づく施策の実施状況調査シート 
評価品目名 クロルピリホス 

評価品目の分類 農薬 

用  途 殺虫剤 

評価要請機関 厚生労働省 

評価要請日等 平成16年10月29日付け厚生労働省発食安第1029002号、平成18年7月18日付け厚生労働省発食

安第0718004号 

評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第1号及び同条第2項 

評 価 目 的 農薬の食品中の残留基準を設定するに当たっての食品健康影響評価 

評価目的の具体的内容 － 

評価結果の概要 クロルピリホスの一日摂取許容量（ＡＤＩ）を0.001㎎/㎏体重/日と設定する。 

（平成19年3月22日府食第304号） 

関係行政機関における施策の実施状況 

施策の検討経過 平成21年9月現在、残留基準設定に必要な資料を収集中。資料入手次第、速やかに薬事・食品

衛生審議会にて残留基準設定に係る審議を行う予定 

施策の概要等  

 

 

（施策の概要） 

 

 

 

【リスク評価結果との関係】 

 

 

 

 

 

施策の実効性確保措置  

 

 

 

その他特記事項  

 

 

 

 

（継続１８下） 
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（継続）                          【農薬】 
 

リスク評価の結果に基づく施策の実施状況調査シート 
評価品目名 クロルピリホス（清涼飲料水） 

評価品目の分類 その他 

用  途 － 

評価要請機関 厚生労働省 

評価要請日等 平成15年7月1日付け厚生労働省発食安第0701015号 

評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第1号 

評 価 目 的 清涼飲料水の規格基準を改正するに当たっての食品健康影響評価 

評価目的の具体的内容 － 

評価結果の概要 クロルピリホスの一日摂取許容量（ＡＤＩ）を0.001㎎/㎏体重/日と設定する。 

（平成19年3月22日府食第304号） 

関係行政機関における施策の実施状況 

施策の検討経過 平成21年9月現在、農薬等のポジティブリスト制度との整合を含め、規格基準の設定について

検討中。今後、薬事・食品衛生審議会にて対応方針について審議を行う予定。 

 

施策の概要等  

 

 

（施策の概要） 

 

 

 

【リスク評価結果との関係】 

 

 

 

施策の実効性確保措置  

 

 

 

その他特記事項  

 

 

 

 

（継続１８下）
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（継続）                                                    【農薬】 

 
リスク評価の結果に基づく施策の実施状況調査シート 
評価品目名 アゾキシストロビン（清涼飲料水） 

評価品目の分類 その他 

用  途 － 

評価要請機関 厚生労働省 

評価要請日等 平成15年7月1日付け厚生労働省発食安第0701015号 

評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第1号 

評 価 目 的 清涼飲料水の規格基準を改正するに当たっての食品健康影響評価 

評価目的の具体的内容 － 

評価結果の概要 アゾキシストロビンの一日摂取許容量（ＡＤＩ）を0.18㎎/㎏体重/日と設定する。 

（平成18年12月21日府食第1030号） 

関係行政機関における施策の実施状況 

施策の検討経過 平成21年9月現在、農薬等のポジティブリスト制度との整合を含め、規格基準の設定について

検討中。今後、薬事・食品衛生審議会にて対応方針について審議を行う予定。 

 

施策の概要等  

 

 

（施策の概要） 

 

 

 

【リスク評価結果との関係】 

 

 

 

施策の実効性確保措置  

 

 

 

その他特記事項  

 

 

 

 

（継続１８下） 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


